
議案第１１０号

杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年１１月２５日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１

号）の一部を次のように改正する。

第３２条第２項中「１００分の８５」を「１００分の９５」に、「１００分の

１０５」を「１００分の１１５」に改め、同条第３項中「１００分の８５」を

「１００分の９５」に、「１００分の４０」を「１００分の４５」に、「１００

分の１０５」を「１００分の１１５」に、「１００分の５０」を「１００分の５

５」に改める。

第２条 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第３２条第２項中「１００分の９５」を「１００分の９０」に、「１００分の

１１５」を「１００分の１１０」に改め、同条第３項中「１００分の９５」を

「１００分の９０」に、「１００分の４５」を「１００分の４２．５」に、「１

００分の１１５」を「１００分の１１０」に、「１００分の５５」を「１００分

の５２．５」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２９年４

月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の杉並区学校教育職員の給与に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定は、平成２８年１２月１日から適用する。

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

杉並区学校教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改

正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委

員会の承認を得て杉並区教育委員会が定める。



（提案理由）

学校教育職員の給与を改定する必要がある。
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杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（勤勉手当） （勤勉手当）

第３２条 略 第３２条 略

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基 ２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基

礎額に、勤務成績に応じて教育委員会 礎額に、勤務成績に応じて教育委員会

規則で定める支給割合を乗じて得た額 規則で定める支給割合を乗じて得た額

とする。この場合において、教育委員 とする。この場合において、教育委員

会が支給する勤勉手当の額の総額は、 会が支給する勤勉手当の額の総額は、

前項の職員の給与月額に１００分の９ 前項の職員の給与月額に１００分の８

５（第１３条の規定に基づき管理職手 ５（第１３条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては１０ 当の支給を受ける職員にあっては１０

０分の１１５）を乗じて得た額の総額 ０分の１０５）を乗じて得た額の総額

を超えてはならない。 を超えてはならない。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適 ３ 再任用職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「１００分の９ 用については、同項中「１００分の８

５」とあるのは「１００分の４５」 ５」とあるのは「１００分の４０」

と、「１００分の１１５」とあるのは と、「１００分の１０５」とあるのは

「１００分の５５」とする。 「１００分の５０」とする。

４～７ 略 ４～７ 略

第２条による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（勤勉手当） （勤勉手当）

第３２条 略 第３２条 略
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２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基 ２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基

礎額に、勤務成績に応じて教育委員会 礎額に、勤務成績に応じて教育委員会

規則で定める支給割合を乗じて得た額 規則で定める支給割合を乗じて得た額

とする。この場合において、教育委員 とする。この場合において、教育委員

会が支給する勤勉手当の額の総額は、 会が支給する勤勉手当の額の総額は、

前項の職員の給与月額に１００分の９ 前項の職員の給与月額に１００分の９

０（第１３条の規定に基づき管理職手 ５（第１３条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては１０ 当の支給を受ける職員にあっては１０

０分の１１０）を乗じて得た額の総額 ０分の１１５）を乗じて得た額の総額

を超えてはならない。 を超えてはならない。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適 ３ 再任用職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「１００分の９ 用については、同項中「１００分の９

０」とあるのは「１００分の４２． ５」とあるのは「１００分の４５

５」と、「１００分の１１０」とある 」と、「１００分の１１５」とある

のは「１００分の５２．５」とする。 のは「１００分の５５ 」とする。

４～７ 略 ４～７ 略
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給与改定の概要 

杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

項 目 改 正 内 容 

期末手当 

及 び 

勤勉手当 

職員の支給月数  

 現 行 
第１条による改正 

(平成 28年度の支給月数) 

第２条による改正 

(平成 29年度の支給月数) 

区 分 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 

 6月期 1.15 0.85 2.00 1.15 0.85 2.00 1.15 0.90 2.05 

12月期 1.20 0.85 2.05 1.20 0.95 2.15 1.20 0.90 2.10 

 3月期 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 

合 計 2.60 1.70 4.30 2.60 1.80 4.40 2.60 1.80 4.40 
 
管理職員の支給月数  

 現 行 
第１条による改正 

(平成 28年度の支給月数) 

第２条による改正 

(平成 29年度の支給月数) 

区 分 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 

 6月期 0.95 1.05 2.00 0.95 1.05 2.00 0.95 1.10 2.05 

12月期 1.00 1.05 2.05 1.00 1.15 2.15 1.00 1.10 2.10 

 3月期 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 0.25 - 0.25 

合 計 2.20 2.10 4.30 2.20 2.20 4.40 2.20 2.20 4.40 
 
再任用職員の支給月数  

 現 行 
第１条による改正 

(平成 28年度の支給月数) 

第２条による改正 

(平成 29年度の支給月数) 

区 分 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 

 6月期 0.65 0.40 1.05 0.65 0.40 1.05 0.65 0.425 1.075 

12月期 0.70 0.40 1.10 0.70 0.45 1.15 0.70 0.425 1.125 

 3月期 0.10 - 0.10 0.10 - 0.10 0.10 - 0.10 

合 計 1.45 0.80 2.25 1.45 0.85 2.30 1.45 0.85 2.30 
 
再任用管理職員の支給月数  

 現 行 
第１条による改正 

(平成 28年度の支給月数) 

第２条による改正 

(平成 29年度の支給月数) 

区 分 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 

 6月期 0.55 0.50 1.05 0.55 0.50 1.05 0.55 0.525 1.075 

12月期 0.60 0.50 1.10 0.60 0.55 1.15 0.60 0.525 1.125 

 3月期 0.10 - 0.10 0.10 - 0.10 0.10 - 0.10 

合 計 1.25 1.00 2.25 1.25 1.05 2.30 1.25 1.05 2.30 
 

施行期日等 

１ 第１条による改正は公布の日から施行し、改正後の規定は平成２８年１２

月１日から適用する。 

２ 第２条による改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


